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「障害」と「障がい」の表記について 

鹿嶋市では，「障害」という言葉が「人」や「人の状態」を表す場合は，「害」の

漢字が否定的なイメージを連想させるため，平仮名で「障がい」と表記しています。

これは，障がい者の人権を尊重すること，市民の障がい者への理解を深めることを

目的とするものです。 

ただし，国や県が定めた法律の用語や団体等の固有名詞は，元の表記に合わせて

「障害」と漢字表記しているため，計画書では，「障害」と「障がい」の２つの表記

が混在しています。 

 

「障がい者」の定義について 

本市では，「障がい者」の区分・定義については，障害者基本法，障害者総合支援

法，その他関連法令や通知に基づくものとしています。 

従って，本計画における障がい福祉サービスの対象となる障がい者の範囲は，『身

体障がい者，知的障がい者及び精神障がい者（発達障がい者及び高次脳機能障がい

を含む。）並びに難病患者等であって，18歳以上の者並びに障がい児』とします。 

 



市長挨拶 

近年わが国では， 少子高齢化や家族形態の変化に伴う福祉

ニーズの多様化が進み，その中で，障がい者を取り巻く状況

も大きく変化してまいりました。 

こうした時代の変化に対応するため，国では，障害者総合

支援法，障害者差別解消法，障害者の権利に関する条約など

の重要な法整備を行うとともに，平成３０年には障害者基本

計画（第４次）を策定し，全ての国民が障がいの有無によっ

て分け隔てられることなく，相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実

現を目指すこととしています。 

このような中，本市では，第３期障がい者福祉計画（平成２７年度～令和２年度），

第５期障がい福祉計画（平成３０年度～令和２年度），第１期障がい児福祉計画（平

成３０年度～令和２年度）に基づき，障がいのある方の自立と社会参加の支援などに

関する施策の総合的かつ計画的な推進を図ってまいりました。 

これらの取り組みを一層強化し，より着実に推進していくためには，公的なサービ

スの充実はもとより，地域のあらゆる住民が役割を持ち，多様性を認め，地域丸ごと

で支え合う「地域共生社会」の実現が必要となっています。 

本計画は，本市がこれまでに取り組んできた３つの計画を一体的に整備し，基本理

念として「共に支えあい 誰もが 輝けるまち かしま」を掲げ，子どもから大人ま

で，障がいの有無かかわらず，相互に人格と個性を尊重し合いながら，健康で安心し

て暮らせる「地域共生社会」の実現を目指すこととしています。 

本計画の推進に当たっては，市民の皆様，保健，医療，福祉，教育，労働等の関係

機関や障がい福祉に携わる事業者の皆様と共に取り組んでまいりたいと考えており

ますので，引き続き，御理解と御支援を賜りますようお願いいたします。 

結びに，本計画の策定に当たり，アンケートやパブリックコメントに御協力をいた

だきました市民の皆様や関係機関の皆様，そして貴重な御意見や御提案をいただきま

した鹿嶋市地域自立支援協議会の皆様に心から感謝申し上げます。 

 

 令和３年３月 

                 鹿嶋市長  錦 織 孝 一（自署）

市長顔写真 
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